
資料１

公共用水域水質モニタリングのあり方に関する検討会について

１．検討会開催の趣旨

都道府県知事は、水質汚濁防止法第15条に基づき、公共用水域の水質汚濁

の状況を常時監視することとされている。

従来、この公共用水域水質常時監視に当たっては国庫補助を行ってきたと

ころであるが、平成17年度予算において、補助金は廃止となり、その原資に

ついては地方公共団体に税源移譲されることとなった。一方、この変更にあ

たり 「補助負担金の廃止・縮減によって移譲された事務事業については、、

地方公共団体の裁量を活かしながら確実に執行されることを担保する仕組を

検討する」こととされている。

こうした背景を踏まえ、法定受託事務である公共用水域水質の常時監視に

ついて、補助金廃止後もその適正水準の確保を図ることを目的として、地方

自治法第245条の９第１項及び第３項に基づく処理基準を改定するため、常

時監視の地点選定手法や頻度等の適切な水準をとりまとめるとともに、今後

の適切な公共用水域水質モニタリングに向けて必要な検討を行うために、本

検討会を開催する。
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